
＜宮城県障害福祉計画＞

県の成果目標設定の考え方について

大項目
小項目

（★：県計画のみで定める事項）
国の基本指針
（目標年度R5）

県6期計画（R3-R5） 県5期計画（H30-R2）

考え方 暫定値 目標 R1実績

福祉施設の入所者の地域生活へ
の移行

地域生活移行者数
施設入所者数×6％
＋第5期計画の未達成分

基本指針の値を基本として
市町村計画と整合性を図る

143人 113人 56人

施設入所者数の削減
施設入所者数×1.6％
＋第5期計画の未達成分

設定しない － 設定しない －

精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築

★退院後一年以内の地域
における平均生活日数

316日以上 基本指針に準拠 316日以上
－

（新規）
－

★精神病床における１年以上
長期入院患者数

国の示した算出式による 基本指針に準拠
算出シートが未提供
のため算出不可

1,886人（65歳以上）
899人（65歳未満）

1,856人（65歳以上）
879人（65歳未満）

★精神病床における早期退院率
①入院後３か月時点の退院率：69％
②入院後６か月時点の退院率：86％
③入院後１年時点の退院率：92％

基本指針に準拠
①69％
②86％
③92％

①69%
②84%
③91%

国において未公表

地域生活支援拠点等が有する機
能の充実

地域生活支援拠点等
が有する機能の充実

各市町村又は各圏域に少なくとも一つ
年1回以上運用状況を検証，検討

基本指針に準拠
各圏域に１か所以上

年1回以上運用状況を検証，検討
各圏域に１か所以上

整備済：3/7圏域
（仙台，大崎，石巻）

福祉施設の利用者の一般就労へ
の移行等

一般就労移行者数
実績の1.27倍
＋第5期計画の未達成分

基本指針の値を基本として
市町村計画と整合性を図る

525人 460人 413人

移行支援事業利用者の
一般就労移行者数

実績の1.3倍
基本指針の値を基本として
市町村計画と整合性を図る

456人
－

（新規）
－

継続支援Ａ型利用者の
一般就労移行者数

実績の1.26倍
基本指針の値を基本として
市町村計画と整合性を図る

26人
－

（新規）
－

継続支援Ｂ型利用者の
一般就労移行者数

実績の1.23倍
基本指針の値を基本として
市町村計画と整合性を図る

43人
－

（新規）
－

就労定着支援事業利用者 一般就労移行者のうち，7割以上 基本指針に準拠 368人以上
－

（新規）
－

就労定着率8割以上の
就労定着支援事業所

7割以上 基本指針に準拠 7割以上
－

（新規）
－

障害児支援の提供体制の整備等

児童発達支援センターの設置
各市町村に少なくとも１か所以上
（困難な場合には圏域に１か所以上）

基本指針に準拠
各市町村に少なくとも１か

所以上（困難な場合には

圏域に１か所以上）
各圏域に１か所以上

設置済：5/7圏域
（仙台，大崎，
栗原，登米，石巻）

★難聴児支援のための
中核的機能を果たす体制

県で体制確保 基本指針に準拠 県で体制確保
－

（新規）
－

保育所等訪問支援の利用 各市町村において利用可能 基本指針に準拠
各市町村において

利用可能
各市町村において

利用可能
利用可能：
24/35市町村

主に重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所

各市町村に少なくとも１か所以上
（困難な場合には圏域に１か所以上）

基本指針に準拠
各市町村に少なくとも１か

所以上（困難な場合には

圏域に１か所以上）
各圏域に１か所以上

設置済：4/7圏域
（仙台，登米，石巻，
気仙沼）

主に重症心身障害児を支援する
放課後等デイサービス事業所

各市町村に少なくとも１か所以上
（困難な場合には圏域に１か所以上）

基本指針に準拠
各市町村に少なくとも１か

所以上（困難な場合には

圏域に１か所以上）
各圏域に１か所以上

設置済：5/7圏域
（仙台，大崎，登米，
石巻，気仙沼）

医療的ケア児支援のための
関係機関の協議の場

県，各圏域，各市町村に
①協議の場１つ設置
②コーディネーター配置

基本指針に準拠
県，各圏域，各市町村に

①協議の場１つ設置

②コーディネーター配置

①県，各圏域，
各市町村に１つ

②新規

①設置済：県，2/7圏
域，15/35市町村
②－

相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制の充実・強化
に向けた体制

各市町村又は各圏域で体制確保 基本指針に準拠
各市町村又は各圏域

で体制確保
－

（新規）
－

障害福祉サービス等の質を向上さ
せるための取組に係る体制の構築

サービスの質の向上を図る
ための体制

県及び各市町村で体制構築 基本指針に準拠
県及び各市町村
で体制構築

－
（新規）

－
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令 和 2 年 9 月 1 1 日
宮 城県 障 害福 祉課資料４－２


